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1 実施方針について 

(1) 実施方針の意義 

・本事業は、ＤＢＯ（Design Build Operate）方式（ＰＦＩに類似した事業方式の一つで

公共が資金調達を負担し、Design（設計）、Build（建設）、Operate（運営）を民間事業

者に一括して委ねる方式）により実施。 

・ＰＦＩ法では、ＰＦＩ事業を実施する場合、入札公告に先立って、実施方針を策定及び

公表することとされている。今回、これに準じて、本ＤＢＯ事業においても、実施方針

として、民間事業者の募集や選定に関する事項、責任の明確化など事業の適正かつ確実

な実施の確保に関る事項等を定めるものとする。 

・実施方針の策定及び公表の意義は、事業内容等について具体的に示すことで、民間事業者

の事業参入のための検討を容易にし、それに対する意見等を聴取することにより、より

効率性・実効性の高い事業実施条件を検討することにある。 

(2) 実施方針の策定 

・実施方針に記載すべき項目は、ＰＦＩ法第５条に定められている。 
この項目に従って詳細内容を決定し、実施方針を策定する。 

(3) 実施方針の公表 

・市ホームページで実施方針を公表するとともに、その内容について民間事業者より質問

や意見を募る。 
・質問や意見の検討結果については、市ホームページで回答を公表し、必要に応じて、事業

実施条件の見直しを行う。 
 

2 事業内容に関する事項 

(1) 本事業の目的 

・神戸市立鵯越斎場は、市の火葬の７割を担う主力斎場であるが、昭和 49 年の開設から 50

年が経過し老朽化が進行している。また、高齢化の進展により、今後も火葬需要は増加

し、火葬能力を超えることが予想される。 

・そこで、今後訪れることが予想される火葬需要のピーク時に安定した運営が実現できる

よう、現敷地内で火葬を継続しながら建替を行う。 

・本事業は、神戸市鵯越斎場建替計画の内容を踏まえて実施するものとし、新たな施設の

設計、建設、維持管理、運営について、事業者の創意工夫を活用することにより、財政

負担の縮減及び公共サービスの水準の向上を図ることを目的とし実施する。 

(2) 事業期間 

・令和７年４月から令和 27 年３月まで（20年） 

令和７年４月～令和 13 年９月 鵯越斎場の設計・建設期間（６年６か月） 

令和７年４月～令和９年３月 動物管理センター焼却棟の改修期間（２年） 

令和９年４月～令和 27 年３月 動物管理センター焼却棟の維持管理・運営期間（18 年) 

令和 12 年４月～令和 27 年３月 鵯越斎場の維持管理・運営期間（15 年） 
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(3) 事業者が実施する業務 

施設整備業務 
事前調査業務、設計業務、建設業務、備品等整備業務、工事監理業務 
既設施設解体業務、環境保全対策業務、各種申請等業務、稼働準備業務 
その他施設整備上必要な業務 

維持管理業務 

建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、火葬炉保守管理業務 
植栽・外構等維持管理業務、清掃業務、環境衛生管理業務 
備品等管理業務、警備業務、残骨灰、集じん灰等の管理及び処理業務 
事業終了時の引継ぎ業務 

運営業務 
予約受付業務、利用者受付業務、告別業務、収骨業務、火葬炉運転業務 
待合室関連業務、公金収納代行業務、喫茶・軽食及び売店運営業務 
自動販売機等運営業務、動物炉運転等業務、その他運営上必要な業務 

(4) 事業者の収入 

施設整備業務に 
係る対価 

・市は、建設ＪＶの行う施設整備業務の対価として、施設整備費を

建設ＪＶに支払う 

維持管理・運営 
業務に係る対価 

・市は、ＳＰＣ又は運営ＪＶの行う維持管理業務及び運営業務の対価

として、維持管理・運営業務委託費をＳＰＣ又は運営ＪＶに支払う 
・鵯越斎場及び動物管理センターの維持管理及び運営業務の実施に

係る光熱水費は上記委託費に含まれず、市が別途負担 

(5) 施設概要 

火葬炉：人体炉 30 基（鵯越斎場）、動物炉２基（動物管理センター焼却棟内） 

火葬部門 
エントランスホール、告別・収骨室、炉前ホール、炉室、炉機械室、監視室 
休憩室、残灰・飛灰処理室、事務室、霊安室、トイレ、更衣室、葬送業者控室 
運転手控室、設備関係室、その他（通路、階段、倉庫、台車庫、車寄せ等） 

待合部門 待合ホール、待合個室、授乳室、キッズスペース、売店、喫茶・軽食コーナー 
トイレ、その他（通路、階段、倉庫等） 

管理部門 会議室、事務室、休憩室、更衣室、清掃員控室、湯沸室、トイレ、機械室 
発電機・電気室、その他（通路、階段、倉庫等） 

その他 外構等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鵯越斎場 

動物管理センター 
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3 事業者の募集及び選定に関する事項 

(1) 事業者の募集及び選定方法 

・本事業では、施設整備、維持管理・運営の各業務において、事業者による効率的かつ効

果的なサービスの提供を求めることから、事業者の選定にあたっては、価格のみならず

民間のノウハウ及び創意工夫を総合的に評価することが必要。 

・事業者の選定方法は、地方自治法施行令第 167 条の 10 の２に基づき、業務に係る対価の

額、施設整備に関する能力、維持管理に関する能力、運営に関する能力、事業の継続性・

安定性等を総合的に評価する「総合評価一般競争入札方式」により行う。 

(2) 事業者の募集及び選定スケジュール（予定） 

令和５年10月 実施方針等の公表 

令和５年11月 実施方針等に関する質問、意見の受付／締切 

令和５年12月 実施方針等に関する質問、意見に対する回答・公表 

令和６年５月 入札公告及び入札説明書等の公表 

令和６年５月 現地説明会 

令和６年５月 入札説明書等に関する質問（第１回）の受付 

令和６年６月 入札説明書等に関する質問（第１回）に対する回答・公表 

令和６年６月 入札参加資格審査書類の受付及び審査 

令和６年７月 入札参加資格審査結果の通知 

令和６年７月 入札説明書等に関する質問（第２回）の受付 

令和６年８月 入札説明書等に関する質問（第２回）に対する回答・公表 

令和６年９月 入札書及び提案書類の受付 

令和６年11月 提案書類に関するヒアリング（プレゼンテーションを含む） 

令和６年11月 落札者の決定及び公表 

令和６年12月 基本協定の締結 

令和７年２月 仮契約の締結 

令和７年３月 事業契約の締結 

(3) 入札参加者の構成等 

・入札参加者は、以下に示す複数の企業によるグループで構成し、施設整備業務を行う

グループと維持管理・運営業務を行うグループとしてグループ分けを行う。 

・１者が複数の業務を兼ねて実施することや、業務範囲を明確にした上で各業務を複数の

者で分担することは可能。 

・同一の企業が、建設業務と工事監理業務を実施することは不可。 
 

施設整備グループ 設計企業、建設企業、火葬炉企業 

維持管理・運営グループ 維持管理企業、火葬炉運転企業、運営企業、運搬企業 
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(4) 入札参加者の参加資格要件 

 ◇：すべての企業が満たすべき要件、 ◆：１者以上が満たすべき要件

企業 参加資格要件（概要） 

共通 

◇本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有している 
◇本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有している 
◇地方自治法施行令第167条の４に該当しない者 

◇国・兵庫県・市の入札参加停止措置を受けていない者 
◇更生手続開始、再生手続開始、破産手続開始の申立てがなされていない者、

手形、小切手の不渡りを出していない者 
◇法人税、消費税、法人事業税、法人市民税を滞納していない者 
◇暴力団等と関係を有していない者 
◇本事業についてアドバイザリー業務に関係していない者、資本面又は人事面

において関連がない者 
◇選定委員会の委員が属する企業又はその企業と関連がない者 

設計企業 

◇資格者名簿に登録されている 
◇一級建築士事務所として登録されている 
◆平成26年４月以降に、国又は地方公共団体が発注した建築設計業務において、

元請として、火葬場の新築工事に係る基本設計及び実施設計業務を完了した

実績を有する 

建設企業 

◇資格者名簿の「建築一般」に登録されている 

◇建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けている 

◇建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果において、建築一式工事

に係る直近の総合評定値が900点以上 

◆建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果において、建築一式工事

に係る直近の総合評定値が1,130点以上 

◆平成26年４月以降に、国又は地方公共団体が発注した新築、かつ延べ面積

5,000㎡以上の公共施設の施工実績を有する 

火葬炉企業 
企業 

◇資格者名簿に登録されている 

◇平成26年４月以降に、一事業で同一施設に火葬炉を10基以上納入及び設置

した実績を有する 

維持管理 
企業 

◇資格者名簿に登録されている 

◇平成26年４月以降に、公共施設の維持管理実績を有する 

火葬炉運転 
企業 

◇資格者名簿に登録されている 

◇平成26年４月以降に、一事業で同一施設火葬炉10基以上の施設において、

火葬炉の運転管理を行った実績を有する 

運営企業 ◇資格者名簿に登録されている 

◇平成26年４月以降に、２年以上の火葬場の運営実績を有する 

運搬企業 
◇資格者名簿に登録されている 

◇事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置する 

◇事業者の責務を達成するために必要な運搬車両等を準備することができる 

※「資格者名簿」とは、令和６・７年度神戸市競争入札参加資格者名簿をいう。 
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4 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

(1) 責任分担に関する基本的な考え方 

・事業者が実施する業務に係る責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、

市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものとする。 
(2) 予想されるリスクと責任分担（案） 

○：主分担  △：従分担 
リスクの種類 № リスクの内容 市 事業者 

共
通 

募集資料リスク (1) 事業者募集資料の誤り又は変更によるもの ○  

住民対応リスク 
(2) 事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要望に関するもの等  ○ 

(3) 上記以外のもの ○  

環境対策リスク (4) 事業者が行う業務、提案内容に起因する環境問題  ○ 

物価変動リスク 
(5) 建設期間中の物価変動※１ ○ △ 

(6) 維持管理・運営期間中の物価変動※１ ○ △ 

事業中止・延期 
リスク 

(7) 市の事由による事業中止・延期 ○  

(8) 上記以外の事由によるもの（本表に別段の定めがあるものは除く）  ○ 

契約締結リスク 

(9) 市の事由による契約締結遅延・未締結 ○  

(10) 事業者の事由による契約締結遅延・未締結  ○ 

(11) どちらの帰責事由でもないもの※２ ○ ○ 

政治リスク (12) 政策方針の転換による事業内容の変更又は事業中止に関するもの ○  

用地リスク (13) 地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地の瑕疵に関するもの ○  

第三者賠償 
リスク 

(14) 事業者が実施する業務に起因して発生する事故等  ○ 

(15) 上記以外のもの（本表に別段の定めがあるものは除く） ○  

許認可リスク 
(16) 市が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの ○  

(17) 事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に関するもの  ○ 

応募コスト (18) 応募コストに関するもの  ○ 

法令変更リスク 
(19) 本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの ○  

(20) 上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの  ○ 

不可抗力リスク (21) 
天災・暴動等不可抗力によるもののうち一定額以内の増加費用※３  ○ 

上記を超えるもの※３ ○  

設
計
段
階 

測量・調査 
リスク 

(22) 市が実施した測量、調査に関するもの ○  

(23) 事業者が実施した測量、調査に関するもの  ○ 

設計変更リスク 
(24) 市の指示・提示条件の不備・変更による設計変更 ○  

(25) 事業者の提案内容の不備・判断によるもの  ○ 

建
設
段
階 

建設着工遅延 
リスク 

(26) 市の事由による建設工事の着工遅延に関するもの ○  

(27) 事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの  ○ 

事業用地の確保 (28) 施設建設に必要な事業用地確保に関するもの ○  

工事費増加 
リスク 

(29) 市の提示条件の不備・変更に関するもの ○  

(30) 事業者の事由によるもの  ○ 

工事遅延リスク 
(31) 着工後の市の指示等に関するもの ○  

(32) 事業者の事由によるもの  ○ 

施設損害 (33) 引き渡し前の施設等の損害  ○ 

維
持
管
理
•
運
営
段
階 

運営開始遅延 
リスク 

(34) 運営開始前の市の指示等によるもの ○  

(35) 事業者の事由によるもの  ○ 

技術革新 (36) 技術の陳腐化による機器更新費用等 ○  

委託費増大 
(37) 市の事由によるもの ○  

(38) 上記以外の事由によるもの（本表に別段の定めがあるものは除く）  ○ 

情報漏洩リスク 
(39) 市の帰責事由による情報漏洩 ○  

(40) 上記以外の事由によるもの（本表に別段の定めがあるものは除く）  ○ 

要求水準不適合 
リスク 

(41) 
契約で規定した要求性能の不適合によるもの 
（設計・建設の瑕疵によるものを含む） 

 ○ 

施設等の損傷 
(42) 市の事由による施設等の損傷 ○  

(43) 上記以外の事由によるもの（本表に別段の定めがあるものは除く）  ○ 

支払い遅延・ 
不能リスク 

(44) 市の事由による対価の支払遅延・不能 ○  

移
管 

性能確保 (45) 本事業終了時における施設の性能確保に関するもの  ○ 

移管手続 (46) 本事業の終了手続に係る諸費用に関するもの  ○ 

※１ 一定範囲を超える場合に費用の見直しを行う想定。詳細は入札説明書等で示す。 
※２ 市と事業者のどちらの責めでもない事由による場合は、お互いかかった費用を負担する。 
※３ 一定範囲を超える場合には、市が費用負担を行う。詳細は入札説明書等で示す。 
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5 事業スキームイメージ（案） 

※ＳＰＣの設立は任意とする 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


